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［更新申請者］ 

第 3 条（申請資格） 

Q1．専任・専従の定義を教えてください。 

A1．専従とは、貴施設内での業務の 8 割以上、専任は 5 割以上をレシピエント移植コーデ

ィネーターとして従事していることを指します。業務の一例として外来業務を 5 割以上行

うなど、当該患者や生体ドナーなどの関わりで週のうち業務の何割以上関わっているかを

目安にされるとよいです。 

 

Q2．現在、兼任のレシピエント移植コーディネーターですが受験が可能でしょうか？ 

A2．求められる受験資格は、専従もしくは専任です。 

 

Q3． 現在、施設でレシピエント移植コーディネーターとして任命されていなければ受験

ができなのでしょうか？ 

A3．現在、活動中のレシピエント移植コーディネーターは、その職を任命されていること

が必要です。所属上⾧もしくはプログラム⾧等、貴施設の責任者にお尋ねください。人事

異動等により、現在はレシピエント移植コーディネーターの職にないが、前回の資格取得

後から今回の更新期間までの間に、レシピエント移植コーディネーターとして活動し、か

つ規定の症例数の経験がある場合は、受験資格が認められます。この場合、それらを証明

する書類 2-2（2）の提出が必要です。 

 

Q4．レシピエント移植コーディネーターとしての証明書は、勤務している施設の上⾧では

なければならないのでしょうか？ 

A4．貴施設のレシピエント移植コーディネーターとして従事している証明です。推薦者

は、申請者と同一施設の上⾧である必要があります。 

 

Q5．受験資格に必要な講習会は、院内や地方で行われた移植に関する研究会や勉強会を含

めてもよいでしょうか？ 

A5．所定の講習会については認定合同委員会の認めるものです。レシピエント移植コーデ

ィネーター認定制度施行細則附記をご参照ください。 

 

Ｑ6．認定合同委員会が別に定めるセミナー、講習会とは何を指しますか？ 

A6. 認定合同委員会レシピエント移植コーディネーター認定制度規則附記をご参照くだ



さい。 

 

<別紙>  

「更新申請時に必要なレシピエント移植コーディネーターとしての実績要件」について 

Q7．症例の申請はいつから遡ってすればよいでしょうか？ 

A7．原則、申請直近 5 年間の申請を記載願います。 

 

Q8．今回、更新の申請にあたり、経験した症例を記載する場合、いつから経験した症例を

記載すればよいのでしょうか？ 

A8．更新は、前回の資格取得後に「新たに経験をした症例」を記載ください。前回申請し

た症例は、当該申請年 5 月 31 日までとし、それ（6 月 1 日）以降の経験した症例を記載し

てください。 

 

Q9.前回、資格取得後から移植実施施設として移植手術が行われていないため、新規症例

の経験がありません。現在は術後のフォローアップのみを行っています。この場合、前回

申請した症例をもう一度、経験した症例として申請してもよいでしょうか？ 

A9．更新は、前回の資格取得後に「新たに経験をした症例」を記載ください。前回申請し

た症例は、当該申請年 5 月 31 日までとし、それ（6 月 1 日）以降の経験した症例を記載し

てください。移植実施施設において、前回申請以降に移植実施施設が移植手術を行ってい

ない等の理由であっても、術前の症例において過去に申請した症例を記載することはでき

ません。ただし、外来で患者を継続してフォローしている場合は、退院後フォロー患者に

限り、前回申請した症例と同一症例を記載しても構いません。その場合、退院後フォロー

症例は規定の経験数を満たしていることが必要です。 

 

Ｑ10． 初回説明とはどのようなことを指すのか？ 

Ａ10．レシピエント移植コーディネーターとして、初めて患者に関わった際に説明をする

ことを想定しています。 

 

Ｑ11．「移植まで」の定義はどのようなことを指しますか？ 

Ａ11．貴施設で移植に至った症例で移植手術を迎えるまで関わった症例を指します。 

 

Ｑ12．本施設を外来受診したが、移植は他施設で行った。この場合は「移植まで（術前ま

で）」の症例としてカウントしても良いか？ 

Ａ12．他施設で移植した症例は含めません。 

 

 



Ｑ13．日本臓器移植ネットワーク（JOT）へ登録した後に患者に関わった。術前に関わっ

た症例として申告してもよいか？ 

A13．「術前に関わった」とはみなしません。JOT へ登録する際は、移植実施施設として

JOT 登録までには必ず初回説明をすることがレシピエント移植コーディネーターとしての

関わりですので、関わった場合を症例としてカウントしてください。 

 

Q14．退院後フォローとはどの期間を指しますか？ 

A14．退院後 1 年以上フォローした症例を指します。  

 

Q15．移植までの期間、待機期間が何か月以上あれば、症例として申請してよいなどの基

準はありますか？ 

A15．ありません。疾患に応じて待機期間も様々です。その都度個別に審査いたします。 

 

Ｑ16．症例の経験は、いつまでが有効でしょうか？ 

Ａ16．移植プログラム⾧が認めた日付よりも前に経験した症例を有効とします。 

 

Ｑ17．本施設に複数のレシピエント移植コーディネーターが在籍しています。症例の経験

として重複しているものがあるが、それは 1 症例の経験としてカウントしてよいですか？ 

Ａ17．重複症例は認めません。ただし、指導した症例の場合は、別途記載欄があるため、

そこに記載してください。 

以上 


